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学校番号（９２）              

平成３０年度      教 育 課 程 

      福島県立郡山支援学校 

Ⅰ 学校教育目標 

 １ 教育目標 

一人一人の教育的ニーズに応じた教育を行い、心身の調和的発達を図り、社会生活に必要な基礎的能力を伸ば

し、自立し社会参加のできる人間を育成する。 

‥‥‥明るく・正しく・たくましく‥‥‥ 

○心身ともに明るく伸びやかな人 

○自ら考え、すすんで学ぶ人 

○最後までやりぬく人 

  

２ 重点目標 

    自立活動との関連を保ちながら各教科の授業を計画し、実践する。 

 

Ⅱ 小学部 

１ 学部目標       

（１）児童一人一人の的確な教育的ニーズの把握に努め、個に応じた基礎的・基本的事項の指導の充実を図り、自らた

くましく生きるための力を育成する。 

（２）家庭や関係機関との連携を強化し、心身の健康状態の保持増進や基本的な生活習慣の確立に努め、自立的な生活

のための基礎的能力と態度を育成する。 

（３）様々な体験的な学習活動や交流及び共同学習を通して、豊かな人間性や社会性を育成する。 

 

２ 教育課程編成上の方針 

（１）教育課程編成の基本方針 

ア 特別支援学校学習指導要領の趣旨や特別支援教育の基本的な考え方を十分に踏まえ、児童の「確かな学力」

「豊かなこころ」「健やかな体」をバランスよく育成し、特色ある教育や特色ある学校づくりの推進を図るよう

に、児童の障がいの状態及び発達の段階や特性等を的確に把握し、学校及び小学部の実態等を考慮して編成す

る。 

イ 地域社会や他の小学校と交流及び共同学習を深め、共に理解し学び合う環境を整えられるように編成する。 

ウ 児童の自立と社会参加の視点を重視し、学習状況や自立活動における実態を把握し、一人一人の教育的ニーズ

に応じた個別の指導計画を作成・評価・改善し、それらを踏まえて適切に編成する。 

エ 小学校に準ずる教育課程（類型Ⅰ）、重複障がい者等に関する教育課程（類型Ⅱ）、訪問教育に関する教育課

程（類型Ⅲ）の３類型で編成する。 

     類型Ⅰについては、小学校に準じて各教科、特別の教科道徳（以下、道徳科）、外国語活動、総合的な学習の

時間、特別活動、及び自立活動で編成する。 

     類型Ⅱについては、重複障がい者等に関する教育課程の取扱いを適用して、下学年代替の規定のほか、知的障

がい者を教育する特別支援学校の各教科の目標及び内容に代替して編成する。また、障がいの状態により特に必

要がある児童については、自立活動を主として編成する。 

   類型Ⅲについては、児童一人一人の障がいや健康の状態を考慮して、授業時数を適切に配当して編成する。 

オ 生きる力をはぐくむために必要な基礎的・基本的な知識及び技能の習得を図るとともに、これらを活用して課

題を解決するために必要な力の育成を目指し、中学部、高等部との指導の一貫性・継続性を考慮して系統的、発

展的に展開できるよう編成する。 

（２）学校の教育活動全体を通じて行う特別の教科道徳の取扱い 

     学校生活における豊かな体験を通して、思いやりの心情や望ましい人間関係の育成を図り、具体的な場面や

様々な交流の機会を通して、他者と共によりよく生きる上で基盤となる道徳的価値観の形成を図る指導を充実させ

る。 

     指導に当たっては、道徳科の時間を要として各教科、外国語活動、総合的な学習の時間、特別活動及び自立活

動における道徳教育と密接な関連を保ちながら計画的、発展的な指導を行う。 

（３）学校の教育活動全体を通じて行う体育・健康の取扱い 

     児童が健康で安全な生活を送るための基礎的な能力を培い、自主的に運動に親しめるよう、体育科の時間の指

導を中心として各教科、特別活動における体力の向上や健康・安全にかかわる諸活動及び自立活動の指導を通し

て計画的、継続的な指導を行う。 
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     また、望ましい食習慣の形成を図るため、給食の時間はもとより、教育活動全体を通して「食に関する指導」

の充実を図り、現在及び将来にわたる健全な心と身体を培い、豊かな人間性をはぐくむ指導を行う。さらに、児

童一人一人の食べる機能の発達の段階や食に関する実態に応じて食事環境を整え、家庭及び医療機関との連携を

図りながら一貫した継続的な指導を行う。 

     放射線等の基礎的な性質についての理解を深めるとともに、放射線から身を守る方法等について、学校保健安

全計画や各教科等の指導計画に位置づけるなどして、教育活動全体を通じて計画的、組織的に指導を行い、児童

が心身ともに健康で安全な生活を送ることができるようにする。 

     性に関する指導では、健康に過ごすための生活習慣を形成し、身の回りを清潔に保つ意識を高め、自分の体に

ついて理解を深めることができるようにする。また、身近な教師や友達と接する中で、周りの様子に目を向け、

場に応じたふるまい方ができるように指導を行う。 

（４）学校の教育活動全体を通じて行う自立活動の取扱い 

     児童が自分の課題を乗り越え、可能性を最大限に伸ばして、現在及び将来の自立・社会参加に向けて主体的に

取り組むよう指導する。児童一人一人の障がいの状態や発達の段階等を的確に把握し、それに基づく適切な指導

目標を設定する。学習上または生活上必要な指導内容を明確にして、個別の指導計画の下、他の各教科等との密

接な関連を保ちながら教育活動全体を通じて計画的、組織的に指導する。  

必要に応じて、外部の専門家の指導・助言を求め適切な指導ができるようにする。特に、医療的ケアを必要と

する児童の「健康の保持」の内容については、看護師等の専門的な知識・技能を有する者との連携協力を図り、

個別的配慮をしながら指導に当たる。 

（５）重複障がい者等に関する教育課程の取扱い 

ア 障がいの状態により当該学年の各教科の学習が困難な児童については、小学校学習指導要領に示す各教科及び

道徳科、外国語活動、総合的な学習の時間、特別活動、自立活動で編成し、各教科、外国語活動の目標及び内容

の一部を下学年の各教科の目標及び内容に替えて指導する。（類型ⅡＡ） 

イ 重複障がい者のうち、知的障がいのある児童については、教育課程編成上の基本方針エに基づき編成し、各教

科、道徳科の目標及び内容の一部又は全部について合わせて指導を行う。なお、外国語活動、総合的な学習の時

間は設けないで編成する。(類型ⅡＢ―１、Ｂ―２、ⅡＣ） 

（ア）類型ⅡＢ―１については、生活、国語、算数、音楽、図画工作、体育の各教科及び特別活動、自立活動の時

間で編成する。 

（イ）類型ⅡＢ―２については、生活、国語、算数、音楽、図画工作、体育の各教科及び生活単元学習、特別活

動、自立活動の時間で編成する。 

   （ウ）類型ⅡＣについては、生活、国語、算数、体育、音楽の各教科及び特別活動、自立活動の時間で編成する。 

ウ 障がいのため通学して教育を受けることが困難な児童については、教員を家庭に派遣し、自立活動を主として

編成する。(類型Ⅲ） 

 （６）当該年度に改善または努力する事項    

      学習習得状況や自立活動における配慮事項を踏まえ、一人一人に応じた各教科の目標設定をして授業づくりを

実践しながら課題を整理する。 

（７）その他必要な事項 

ア 創立記念日は１１月１日（木）である。授業日数確保のため授業日とする。 

イ「ふくしま教育の日」の趣旨を踏まえ、「ふくしま教育週間」の事業として１０月２７日（土）に四つ葉祭を実

施し、保護者や地域の方々に公開する。１０月２９日(月)を振替休業日とする。 

   ウ 第６学年の修学旅行を９月１４日(金)にいわき方面において実施する。 

   エ ３月７日（木）は、高等部入学者選抜実施のため休業日とする。 

オ  放射線に関する学習については児童の実態に応じて各教科等と関連づけて指導を行う。 

３ 授業日数及び授業時数 

（１）年間授業日数 

学期／学

年 
第１学年 第２学年 第３学年 第４学年 第５学年 第６学年 備   考 

第１学期 ７２日 ７２日 ７２日 ７２日 ７２日 ７２日  

第２学期 ８１日 ８１日 ８１日 ８１日 ８１日 ８１日  

第３学期 ５０日 ５０日 ５０日 ５０日 ５０日 ４７日 第６学年は、３月１８日卒業式のため 

計 ２０３日 ２０３日 ２０３日 ２０３日 ２０３日 ２００日  

 

（２）年間授業時数（別表） 

  

（３）１単位時間４５分 
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４ 教育課程実施上の方針 

 ○ 通常の学級における教育課程実施上の方針 

類型Ⅰ＜小学校に準ずる＞ 
○ 重複障がい学級における教育課程実施上の方針

類型ⅡＡ＜下学年適用＞ 

各教科 小学校学習指導要領に示すものに準ずるものと

し、自立活動の指導との密接な関連を保ち、学習効

果を高めるよう指導を行う。 

小学校学習指導要領に示すものに準ずるものとし、

児童の学習習得状況に応じた指導を行う。さらに、自

立活動の指導との密接な関連を保ち、学習効果を高め

るよう指導を行う。 

特別の教科

道徳 

各教科等と密接な関連を保ちながら、計画的、

発展的な指導によって道徳的価値の自覚及び自己

の生き方についての考えを育成する。 

 指導に当たっては、生活に結びついた具体的な

活動を通して、実際的な体験活動を重視すること

により、豊かな道徳的心情を育て、道徳的判断

力、実践力が身につくように指導する。 

各教科等との密接な関連を保ちながら、計画的、

発展的な指導によって道徳的価値の自覚及び自己の

生き方についての考えを育成する。 

指導に当たっては、学校教育活動全体を通して、

人間としてよりよく生きるための基礎・基本となる

道徳的心情を育て、道徳的判断力、実践力が身につ

くように指導する。 

外国語活動 

 

「聞くこと」「話すこと」に慣れ親しみ、体験的

活動を通して楽しさを味わいながら、言葉の大切

さや豊かさに気づかせる。また、外国の言語や文

化に対する興味･関心を高め、コミュニケーショ

ンを図ろうとする態度を育てる。 

 児童一人一人の教育的ニーズや障がいの状態、

生活経験の程度等を踏まえて、児童の興味・関心

に応じた身近な題材を設定するとともに児童の認

知の特性や能力、習熟の程度に応じて学習集団の

構成を工夫し、個に応じた指導方法の工夫･改善

を図る。 

「聞くこと」「話すこと」の体験的活動や、様々

なコミュニケーションの方法に触れることを通し

て、楽しさを味わいながら、言葉の大切さや豊かさ

に気づかせ、我が国や外国の言語や文化に対する興

味・関心を高め、コミュニケーションを図ろうとす

る態度を育てる。 

 児童一人一人の教育的ニーズや障がいの状態、生

活経験の程度等を踏まえて指導内容を精選する。ま

た、児童の認知の特性や能力、習熟の程度に応じた

学習集団の構成や個に応じた指導方法の工夫を行

う。 

総合的な 

学習の時間 

ア 児童の興味・関心の中から課題を見つけ、地域や学校の特色、児童の実態に応じた課題について、体

験的な活動を通して自ら学び、自ら考え、主体的に判断し解決していこうとする力を育成する。 

イ 名称については「総合」とする。 

ウ 学習活動の内容については、校内外の様々な人々との交流及び共同学習を中心とする「交流の時

間」、児童の興味・関心に基づく課題に主体的に取り組んでいく「調べの時間」を中心に行う。また、

計画や成果等を発表したり意見交換をしたりする機会を設け、児童一人一人が主体的、創造的、協同的

に取り組めるよう配慮する。 

（ア）「交流の時間」                           

学年の枠を外した児童同士や近隣の小学校の児童、さらには地域住民など様々な人々とのかかわりの

中で、周囲の人々や環境に対して自ら働きかける力を養い、生活経験を広め好ましい人間関係を築くた

めに活動を行う。その際、心身の活動を活発にし、意欲的に取り組めるようなかかわり方を工夫する。 

（イ）「調べの時間」     

    児童の興味・関心に基づき、国際理解、情報、環境、福祉・健康及び地域の人々の暮らし、伝統と

文化などの課題について横断的、総合的に取り組み、そこでの学習や気付きが自己の生き方を考えるこ

とに結びつくように工夫する。 

エ 児童の身体の状態や生活経験に応じて指導内容を適切に精選し、指導方法を工夫する。また、コンピ

ュータなどの情報機器を有効に活用して、指導の効果を高める。 

特別活動 

 

 

 

ア 学級活動 

  学級活動を通して、望ましい人間関係を形成し、集団の一員として学級や学校におけるよりよい生活

づくりに参画し、諸問題を解決しようとする自主的、実践的な態度や健全な生活態度を育てる。 

イ 児童会活動 

  代表委員会や委員会活動（年間１０時間）及び集会活動を通して、学級・学年を超えて児童同士が互

いに協力し、学校生活を楽しく豊かなものにしていこうとする自主的、自発的な態度を育てる。 

  委員会活動は、第４学年以上の児童で組織する。 

ウ クラブ活動（年間１２時間） 

  第４学年以上の児童で組織し、共通の興味・関心を追求する活動を通して、学級・学年を超えて児童

同士が互いに協力し、よりよい活動とするための内容や方法について意欲的に考えたり、工夫したりし
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ていこうとする態度を育てる。 

エ 学校行事 

  日常の教育活動の成果を総合的に発展させる場となるよう、各教科、道徳科、外国語活動、総合的な

学習の時間、特別活動の内容及び自立活動との関連を図り、全体として調和のとれた学校行事を展開す

る。また、可能な限り児童の体験的な活動を組織して、経験の拡充を図り、自主的、実践的態度を育成

する。 

  学校行事の実施に当たっては、児童の健康・安全を考慮して負担過重にならないように配慮するとと

もに、各行事のねらいを明確にし、その意義を理解させ、積極的な参加意欲を喚起するように事前及び

事後指導の充実を図る。 

自立活動 

 

自立活動チェックリスト等を用いて実態把握を行い、個々の障がいの状態や発達の段階などを考慮し

て、６区分２７項目の内容の中からそれぞれに必要とする項目を選定し、それらを相互に関連づけて具体

的に指導内容を設定し、指導する。 

 

 ○ 重複障がい学級における教育課程実施上の方針 

類型ⅡＢ－１ 類型ⅡＢ－２ 類型ⅡＣ 

＜知的障がい特別支援学校の教科に代替＞ ＜自立活動主＞ 

各教科 知的障がい者を教育する特別支

援学校の各教科の小学部２段階～

３段階の目標達成を目指して指導

を行う。 

知的障がい者を教育する特別支

援学校の各教科の小学部１段階～

２段階の目標達成を目指して指導

を行う。 

知的障がい者を教育する特別支

援学校の各教科の小学部１段階の

目標達成を目指して指導を行う。 

各教科等

を合わせ

た指導 

 

 

 

（生活単元学習） 

児童の興味・関心とともに身体

の動きの状態や生活経験の程度な

どに配慮し、実際的、体験的な学習

活動を通して、主体的に生活する

ために必要な基礎的な知識や技能

の獲得を目指す。指導に当たって

は、児童一人一人が目標や課題を

意識し、主体的に活動に取り組み、

身に付けた内容が学校生活や家庭

生活に生かすことができるように

活動内容を設定する。 

 

特別の 

教科道徳 

児童の発達の段階を十分に考慮

しながら、基本的な生活習慣や社

会生活上のきまりを身につけ、道

徳的心情や明るい生活態度を養う

ようにする。指導に当たっては、学

校教育活動全体の具体的な場面を

通して、児童一人一人の特性に応

じて適切に指導する。 

児童の発達の段階を十分に考慮

しながら、学校生活の中で思いや

りの心や社会生活の基本的なルー

ルを身に付け、明るい生活態度を

養うようにする。指導に当たって

は、学校教育活動全体の具体的な

場面を通して児童一人一人の特性

に応じて適切に指導する。 

児童の意思疎通や内面を十分に

考慮しながら、教師と児童及び児

童相互の人間関係を広げたり深め

たりして、明るく健康的に生活す

る意欲を養うようにする。指導に

当たっては、学校教育活動全体の

具体的な場面を通して適切に指導

する。 

特別活動 ア 学級活動 

 一日の生活の流れに沿った具体的な活動の場面を通して、望ましい人間関係や基本的な生活習慣を体験的

に形成することができるよう、各教科、各教科等を合わせた指導及び自立活動の中で指導する。 

イ 児童会活動 

 代表委員会や委員会活動（年間１０時間）及び集会活動を通して、学級・学年を越えた集団とのかかわり

に慣れ親しみ、集団の一員として役割を積極的に果たすことにより、協力して学校生活を楽しく豊かなもの

にしていこうとする態度を育てる。また、児童の障がいの状態及び発達の段階に応じてねらいを明確にし、

多様な集団活動や役割を段階的に体験できるよう工夫する。委員会活動は、第４学年以上の児童で組織する。 

ウ クラブ活動（年間１２時間） 
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 第４学年以上の児童で組織し、共通の興味・関心を追求する活動を通して、学級・学年を超えて児童同士

が互いに協力し、楽しく活動に取り組もうとする態度を育てる。 

エ 学校行事 

 日常の教育活動の成果を総合的に生かす場となるように、各教科、道徳科、特別活動の内容、自立活動及

び各教科等を合わせた指導との関連を図り、全体として調和のとれた学校行事を展開する。また、可能な限

り児童の体験的な活動を設定して、経験の拡充を図る。 

 学校行事の実施に当たっては、児童の健康・安全を考慮して負担過重にならないように配慮するとともに、

児童の障がいの状態及び発達の段階に応じてねらいを明確にし、事前及び事後指導の充実を図る。   

交流及び共同学習においては、他学年の児童や地域の小学校、地域の人々とのかかわりを通して、日常と

異なる集団の中で活動の楽しさを味わい、他者と共に行動できる意識及び態度を育てる。 

自立活動 自立活動チェックリスト等を用いて実態把握を行い、個々の障がいの状態や発達の段階などを考慮して、

６区分２７項目の内容の中からそれぞれに必要とする項目を選定し、それらを相互に関連づけて具体的に指

導内容を設定し、指導する。 

 

○ 訪問学級における教育課程実施上の方針＜類型Ⅲ＞ 

（１）自立活動  

自立活動チェックリスト等を用いて実態把握を行い、個々の障がいの状態や発達の段階などを考慮して、６区分２７

項目の内容の中からそれぞれに必要とする項目を選定し、それらを相互に関連づけて具体的に指導内容を設定し、指導

する。 

 （２）道徳科 

   児童の発達段階を十分に考慮しながら教師と児童の人間関係を深め、明るく健康的に生活する意欲を養うようにする。

指導に当たっては、学校教育活動全体の具体的な場面を通して、適切に指導する。 

 （３）特別活動 

   学校行事の参加に当たっては、児童の身体的な負担過重とならないように配慮し、集団活動を通して社会性の育成と

生活経験の拡大を図る機会となるよう指導する。 
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（別表）                      年間授業時数 

 小学部 

   類型Ⅰ（通常の学級） 

各 教 科 等 ＼ 学 年 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 

 

 

各教科 

 

 

国  語 ３２１ ３３６ ２６５ ２４８ １８２ １８１ 

社  会 ／ ／ ７４ ９６ １１４ １０７ 

算  数 １５６ １８８ １９２ １７６ １８０ １７８ 

理  科 ／ ／ １０１ １１７ １０５ １０５ 

生  活 １０３ １０５ ／ ／ ／ ／ 

音  楽 ７８ ７０ ６０ ６６ ５０ ５０ 

図画工作 ７６ ７６ ６０ ６０ ５０ ５０ 

家  庭 ／ ／ ／ ／ ５５ ５５ 

体  育 ４３ ４３ ４３ ４３ ４３ ４２ 

特別の教科道徳 ４２ ４２ ３８ ３８ ３８ ３７ 

外 国 語 活 動 ／ ／ ４０ ４０ ７０ ７０ 

特別 

活動 
学級活動 ４４ ４４ ４４ ４４ ４２ ４１ 

自 立 活 動 １１２ １１３ ７２ ７２ ７１ ７２ 

総合的な学習の時間 ／ ／ ７０ ７１ ７１ ７０ 

計 ９７５ １０１７ １０５９ １０７１ １０７１ １０５８ 

学 級 編 制       

 

類型ⅡＡ（重複障がい学級） 

各 教 科 等 ＼ 学 年 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 

 

各教科 

 

国  語 ３２１ ３３６ ２６５ ２４８ １８２ １８１ 

社  会 ／ ／ ７４ ９６ １１４ １０７ 

算  数 １５６ １８８ １９２ １７６ １８０ １７８ 

理  科 ／ ／ １０１ １１７ １０５ １０５ 

生  活 １０３ １０５ ／ ／ ／ ／ 

音  楽 ７８ ７０ ６０ ６６ ５０ ５０ 

図画工作 ７６ ７６ ６０ ６０ ５０ ５０ 

家  庭 ／ ／ ／ ／ ５５ ５５ 

体  育 ４３ ４３ ４３ ４３ ４３ ４２ 

特 別 の 教 科 道 徳 ４２ ４２ ３８ ３８ ３８ ３７ 

外 国 語 活 動 ／ ／ ４０ ４０ ７０ ７０ 

特別 

活動 
学級活動 ４４ ４４ ４４ ４４ ４２ ４１ 

自 立 活 動 １１２ １１３ ７２ ７２ ７１ ７２ 

総合的な学習の時間 ／ ／ ７０ ７１ ７１ ７０ 

計 ９７５ １０１７ １０５９ １０７１ １０７１ １０５８ 

学 級 編 制       
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類型ⅡＢ―１（重複障がい学級） 

各 教 科 等 ＼ 学 年 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 

各教科 

生  活 ４８５ ４１３ ３７６ ４０６ ４３２ ４２８ 

国  語 １２３ １５２ １９５ １９３ １８４ １８２ 

算  数 ７５ １５５ １９２ １８３ １９４ １９２ 

音  楽 ４１ ４１ ４２ ４２ ４２ ４１ 

図画工作 ３８ ４２ ３４ ３９ ３２ ３２ 

体  育 ３８ ３８ ４１ ４１ ４１ ４０ 

特 別 の 教 科 道 徳 教 育 活 動 全 体 を 通 し て 行 う 

特  別  活  動 １４ １４ １４ １４ １４ １４ 

自 立 活 動 １１７ １２２ １２２ １１２ １２３ １２１ 

計 ９３１ ９７７ １０１６ １０３０ １０６２ １０５０ 

学 級 編 制       

 

類型ⅡＢ―２（重複障がい学級） 

各 教 科 等 ＼ 学 年 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 

各教科 

生  活 ４８５ ４８９ ４８９ ４９２ ４８８ ４８３ 

国  語 ３４ ６１ ７５ ９７ ９７ ９６ 

算  数 ４３ ６１ ７７ ９５ ９７ ９６ 

音  楽 ４１ ４１ ４０ ３９ ３２ ３２ 

図画工作 ３８ ４４ ４１ ４０ ３８ ３９ 

体  育 ３８ ３８ ４１ ４１ ４１ ４０ 

各教科等を 

合わせた指導 
生活単元学習 １２１ １０８ １１７ ９９ １３２ １２９ 

特 別 の 教 科 道 徳 教 育 活 動 全 体 を 通 し て 行 う 

特  別  活  動 １４ １４ １４ １４ １４ １４ 

自 立 活 動 １１７ １２１ １２２ １１３ １２３ １２１ 

計 ９３１ ９７７ １０１６ １０３０ １０６２ １０５０ 

学 級 編 制       

 

類型ⅡＣ（重複障がい学級） 

各 教 科 等 ＼ 学 年 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 

各教科 

生  活 ７７ ８１ ２０１ ２０１ ２０１ １９０ 

国  語 ２１ ４２ ３４ ９７ ３２ ３２ 

算  数 ２０ ３８ ４０ ９６ ４２ ３７ 

音  楽 ３８ ４２ ４２ ２８ ７１ ３３ 

体  育 ４１ ４３ ４２ ３３ ７３ ３９ 

特 別 の 教 科 道 徳 教 育 活 動 全 体 を 通 し て 行 う 

特  別  活  動 １４ １４ １４ １４ １４ １４ 

自 立 活 動 ７２０ ７１７ ６４３ ５６１ ６２９ ７０５ 

計 ９３１ ９７７ １０１６ １０３０ １０６２ １０５０ 

学 級 編 制       

 

類型Ⅲ（訪問学級） 

各 教 科 等 ＼ 学 年 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 

特 別 の 教 科 道 徳 教 育 活 動 全 体 を 通 し て 行 う 

自 立 活 動 ２８０ ２８０ ２８０ ２８０ ２８０ ２８０ 

計 ２８０ ２８０ ２８０ ２８０ ２８０ ２８０ 

学 級 編 制  
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Ⅲ 中学部 

１ 学部目標 

（１）教育的ニーズの的確な把握に努め、個別の課題を明確にして個に応じたきめ細かな指導を実践し、自己実現を果たす

ことができる生徒を育成する。 

 （２）自分の考えや感じたことを表現したり、自分で選択したりする力を養うとともに、基本的な生活習慣の確立に努め、

周囲の人々や環境に積極的にかかわろうとする生徒を育成する。 

 （３）家庭及び関係機関との連携を密にし、適切な進路の実現を目指して心豊かに生きていくことができる生徒を育成す

る。 

 

２ 教育課程編成上の方針 

 （１）教育課程編成の基本方針 

   ア 特別支援学校学習指導要領の趣旨や特別支援教育の基本的な考え方を十分に踏まえ、生徒の「確かな学力」「豊か

なこころ」「健やかな体」をバランスよく育成し、特色ある教育や特色ある学校づくりの推進を図るように、生徒の

障がいの状態及び発達の段階や特性等を的確に把握し、学校及び中学部の実態等を考慮して編成する｡ 

イ 地域社会や他の中学校と交流及び共同学習を深め、共に理解し学び合う環境を整えられるように編成する。 

ウ 生徒の自立と社会参加の視点を重視し、学習状況や自立活動における実態を把握し、一人一人の教育的ニーズに

応じた個別の指導計画を作成・評価・改善し、それらを踏まえて適切に編成する。 

   エ 中学校に準ずる教育課程（類型Ⅰ）、重複障がい者等に関する教育課程（類型Ⅱ）、訪問教育に関する教育課（類

型Ⅲ）の３類型で編成する。 

類型Ⅰについては、中学校に準じて各教科、特別の教科道徳（以下、道徳科）、総合的な学習の時間、特別活

動、及び自立活動で編成する。 

     類型Ⅱについては、重複障がい者等に関する教育課程の取扱いを適用して、下学年、下学部代替の規定のほか、知

的障がい者を教育する特別支援学校の各教科の目標及び内容に代替し、編成する。また、障がいの状態により特に必

要がある場合には、自立活動を主として編成する。 

     類型Ⅲについては、生徒一人一人の障がいや健康の状態を考慮して、授業時数を適切に配当して編成する。 

オ 生きる力をはぐくむために必要な基礎的・基本的な知識及び技能の習得を図るとともに、これらを活用して課題

を解決するために必要な力の育成を目指し、小学部、高等部との指導の一貫性・継続性を考慮して系統的、発展的

に展開できるよう編成する。 

 （２）学校の教育活動全体を通じて行う特別の教科道徳の取扱い 

     学校生活における具体的な場面や社会体験学習、自然体験学習などの豊かな体験を通して、生徒一人一人の実態に

応じた個別的、重点的な指導を工夫することにより、内面に根ざした道徳性を育成する。 

     また、望ましい人間関係や人間としての生き方についての自覚を深め、規律ある生活態度を育成するため、道徳科

の時間を要として各教科、特別活動、自立活動及び総合的な学習の時間における道徳教育との密接な関連を保ちなが

ら計画的、発展的な指導を行う。 

 （３）学校の教育活動全体を通じて行う体育・健康の取扱い 

     生徒一人一人が主体的に健康についての関心をもち、体力の向上や心身の健康の保持増進を図っていく資質や態度

の育成に努め、生涯を通じて運動に親しみ健康で安全な生活を実践するための基礎を培うために、保健体育科の時間

の指導を中心として各教科、特別活動における体力の向上や健康・安全にかかわる諸活動及び自立活動の指導を通し

て計画的、継続的な指導を行う。 

     また、望ましい食習慣の形成を図るため、給食の時間はもとより、教育活動全体を通して「食に関する指導」の充

実を図り、現在及び将来にわたる健全な心と身体を培い豊かな人間性をはぐくむ指導を行う。さらに、生徒一人一人

の食べる機能の発達の段階や食に関する実態に応じて食事環境を整え、学校、家庭及び医療機関との連携を図りなが

ら一貫した継続的な指導を行う。  

     放射線等の基礎的な性質についての理解を深めるとともに、放射線から身を守る方法等について、学校保健安全計

画や各教科等の指導計画に位置づけるなどして、教育活動全体を通じて計画的、組織的に指導を行い、生徒が心身と

もに健康で安全な生活を送ることができるようする。 

性に関する指導では、思春期における体の発育・発達や心の変化について正しい認識を持つことができるように

する。また、男女の性の違いを理解し、お互いの性を尊重する態度を育てることができるように指導を行う。 

 （４）学校の教育活動全体を通じて行う自立活動の取扱い 

     生徒が自分の課題を乗り越えて可能性を最大限に伸ばし、現在及び将来の自立・社会参加に向けて努力していくこ

とを目指して指導する。特に、生徒一人一人の障がいの状態や発達の段階等を的確に把握し、それに基づく適切な指

導目標を設定する。学習上または生活上必要な指導内容を明確にし、個別の指導計画の下、各教科等との密接な関連

を保ちながら、教育活動全体を通じて計画的、組織的な指導を行う。また、必要に応じて、外部の専門家の指導・助

言を求め適切な指導ができるようにする。特に、医療的ケアを必要とする生徒の「健康の保持」の内容については、
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医師・看護師等の専門的な知識・技能を有する者との連携協力を図り、個別的配慮をしながら指導に当たる。 

 （５）重複障がい者等に関する教育課程の取扱い 

   ア 障がいの状態により当該学年の各教科の学習が困難な生徒については、各教科、道徳科及び自立活動、総合的な学

習の時間、特別活動で編成し、各教科の目標及び内容に関する事項の一部を取り扱わないか、各教科の目標及び内容

の一部又は全部を、下学年及び下学部の各教科の目標及び内容に関する事項の一部又は全部に替えて指導する。（類

型ⅡＡ） 

イ 重複障がい者のうち、知的障がいのある生徒については、各教科を知的障がい者を教育する特別支援学校の当該学

部段階又は、下学部段階の各教科に替える。 

   （ア）類型ⅡＢ－１については、国語、数学、社会、理科、音楽、美術、保健体育、職業・家庭の各教科及び自立活

動、総合的な学習の時間で編成する。 

   （イ）類型ⅡＢ－２については、生活（小）、国語、数学、音楽、美術、保健体育の各教科及び、生活単元学習、自立

活動、総合的な学習の時間で編成する。 

    （ウ）類型ⅡＣについては、国語、数学、音楽、保健体育の各教科及び特別活動、自立活動の時間で編成する。 

    ウ 障がいのため通学して教育を受けることが困難な生徒については、教員を家庭に派遣し自立活動を主として編成す

る。（類型Ⅲ） 

 （６）当該年度に改善又は努力する事項 

     新たな個別の指導計画を活用し、学習習得状況や自立活動における配慮事項を踏まえて各教科の目標を設定し、授

業を実践しながら課題を整理する。 

 （７）その他必要な事項 

ア 創立記念日は１１月１日 (木)である。授業日数確保のため授業日とする。 

イ 「ふくしま教育の日」の趣旨を踏まえ、「ふくしま教育週間」の事業として１０月２７日（土）に四つ葉祭を実

施し、保護者や地域の方々に公開する。１０月２９日(月)を振替休業日とする。 

ウ 第３学年の修学旅行を９月１９日（水）２０日（木）２１日（金）の２泊３日の日程で東京方面において実施す

る。 

エ 第２学年の宿泊体験学習を７月５日（木）、６日（金）の１泊２日の日程で校外において実施する。 

オ ３月７日（木）は、高等部入学者選抜実施のため休業日とする。 

   カ 放射線に関する学習については、生徒の実態に応じて各教科等と関連づけて指導を行う。  

 

３ 授業日数及び授業時数 

 （１）年間授業日数 

学期／学年 第１学年 第２学年 第３学年 備   考 

第１学期 ７２日 ７２日 ７２日  

第２学期 ８１日 ８１日 ８１日  

第３学期 ５０日 ５０日 ４７日 第３学年は、３月１８日卒業式のため 

計 ２０３日 ２０３日 ２００日  

（２） 年間授業時数（別表） 

（３） １単位時間  ５０分 

４ 教育課程実施上の方針 

 ○ 通常の学級における教育課程実施上の方針 

類型Ⅰ＜中学校に準ずる＞ 
○ 重複障がい学級における教育課程実施上の方針

類型ⅡＡ＜下学部・下学年適用＞ 

各教科 中学校学習指導要領に示すものに準ずるものと

し、自立活動の指導との密接な関連を保ち、学習効

果を高めるよう指導を行う。 

小学校・中学校学習指導要領に示すものに準ずるも

のとし、生徒の学習習得状況に応じた指導を行う。さ

らに、自立活動の指導との密接な関連を保ち、学習効

果を高めるよう指導を行う。 

特別の教科

道徳 

各教科等と密接な関連を図りながら、生徒の興

味・関心や生活に結びついた身近な話題などの題

材を通して、道徳的価値及び人間としての生き方

について自ら深く追求する態度を育て、道徳的な

判断力や実践力を育成する。 

 指導に当たっては、生徒の障がいの状態や特

性、経験などを把握し、生徒同士の意見交換や話

し合い活動を充実させることにより豊かな道徳的

障がいによる学習上又は生活上の困難を改善・克

服する意欲を養い、強い意思と明るい生活態度の育

成を図る。具体的な場面を通して実践的な指導を行

い、道徳的な判断力や行動がとれるように工夫す

る。 

指導に当たっては、各教科等との関連を密にし、

教育活動全体を通して指導する。 
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心情を育て、道徳的判断力、実践力が身に付くよ

うに指導する。 

総合的な 

学習の時間 

ア 生徒一人一人の生活上の課題や興味・関心等に基づく学習を体験的な活動を中心に展開することによ

って、自己の生活と社会のつながりを見つめ、自己の状況や課題を理解し、現在や将来の自立・社会参

加に向けて自己の課題解決の方法を主体的に探求し、必要な知識・技能や態度を身に付けようとする資

質や能力を育成する。 

イ 名称については、「総合学習」とする。 

ウ 学習活動の内容については、自立・社会参加に向けての課題と交流及び共同学習を取り上げる。自

立・社会参加に向けての課題では、学年や発達の段階に応じた学習課題を明確にし、中学部３か年にお

ける学習の系統性に配慮しながら、年間を通して学年及び類型ごとの活動を中心に行う。交流及び共同

学習では、他中学校の生徒とのかかわりを通して、互いを認め合う心情と理解を深めるとともに、自己

を見つめ自己の生き方を追究する意識を育てる活動を行う。 

エ 学習活動の展開に当たっては、行動の制約に伴う直接的な体験の不十分さを補い、生徒一人一人が学

習課題を見つけ主体的に取り組めるように、具体的な体験を積極的に取り入れる。調べ活動・学習に際

しては、視聴覚教材や図書・コンピュータの活用によって情報収集を行うとともに、地域の学習機関の

活用や専門家の協力を得ることで、地域社会との交流も図るようにする。 

また、学習を通して考えたことや感じたことをまとめ、学校公開などの機会に発表活動を行い、表現する

力を育成する。 

特別活動 

 

 

 

ア 学級活動 

  学級や学校生活を豊かで充実したものにするため、生徒の話し合い等の自主的な活動を重視するとと

もに、学校生活への適応や人間関係の形成、進路選択及び自己の生き方、健康で安全な生活を送ろうと

する態度などについて、適時、適切な指導、支援を行い、生徒が主体的に学習や学校生活に取り組むこ

とができるように工夫する。 

イ 生徒会活動 

  生徒の障がいの状態や特性等を考慮し、生徒会役員を中心として、全生徒による専門委員会等の活動

を通して、自主的、実践的な生活態度を身に付けさせるとともに、生徒相互の連帯感や好ましい人間関

係を深め、学校における共同生活の充実を図る。 

ウ 学校行事 

  日常の教育活動の成果を総合的に発展させる場となるように、各教科、道徳、特別活動の内容、自立

活動及び総合的な学習の時間の活動との関連を図り、全体として調和のとれた学校行事を展開するとと

もに、可能なかぎり生徒の自主的・体験的な活動を組織して、経験の拡充を図り、自主的、自律的態度

を育成する。 

  学校行事の実施に当たっては、生徒の健康・安全を考慮して負担過重にならないように配慮するとと

もに、各行事のねらいを明確にし、その意義を理解させ、積極的な参加意欲を喚起するように事前及び

事後指導を充実する。 

自立活動 

 

自立活動チェックリスト等を用いて実態把握を行い、個々の障がいの状態や発達の段階などを考慮し

て、６区分２７項目の内容の中からそれぞれに必要とする項目を選定し、それらを相互に関連づけて具体

的に指導内容を設定し、指導する。 

 

 ○ 重複障がい学級における教育課程実施上の方針 

類型ⅡＢ－１ 類型ⅡＢ－２ 類型ⅡＣ 

＜自立活動主＞ ＜知的障がい特別支援学校の教科に代替＞ 

各教科 知的障がい者を教育する特別支

援学校下学部段階（小学部３段階）

～当該学部段階（中学部２段階）の

各教科の目標達成を目指して指導

を行う。 

知的障がい者を教育する特別支

援学校下学部段階（小学部２段階

～３段階）の各教科の目標達成を

目指して指導を行う。 

知的障がい者を教育する特別支

援学校下学部段階（小学部１段階

～２段階）の各教科の目標達成を

目指して指導を行う。 

各教科等

を合わせ

た指導 

 

 

 

（生活単元学習） 

生徒の興味・関心に基づいた実

際的、体験的な活動を通して、生活

上の課題処理や問題解決を図るた

めに必要な知識・技能の獲得とと
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もに、望ましい習慣・態度が形成で

きるよう指導する。 

指導に当たっては、生徒一人一

人が目標や課題を意識し、主体的

に活動に取り組み、身に付けた内

容が学校生活や家庭生活に生かす

ことができるように活動内容を設

定する。 

特別の 

教科道徳 

障がいによる学習上又は生活上

の困難を改善・克服する意欲を養

い、強い意思と明るい生活態度の

育成を図るようにする。具体的な

場面を通し実践的な指導を行い道

徳的な判断力や行動がとれるよう

にする。 

指導に当たっては、各教科等と

の関連を密にし教育活動全体を通

して指導する。 

 障がいによる学習上又は生活

上の困難を改善・克服する意欲を

養い、自発的・能動的な生活態度の

育成を図るようにする。具体的な

場面を通し実践的な指導を行い、

道徳的な心情、意欲、態度を身に付

けさせる。        

指導に当たっては、各教科等と

の関連を密にし教育活動全体を通

して指導する。 

教師と生徒及び生徒相互の人間

関係を広げたり深めたりして、明

るく健康な生活を送ろうとする意

欲を養うようにする。指導に当た

っては、学校教育活動全体の実際

的な場面を通して指導する。 

総合的な

学習の時

間 

ア 生徒の生活上の課題や興味・関心に基づく体験的な活動を中心とし

た学習を通して、現在及び将来の自立・社会参加に対する課題を生徒

自らが見つけ、自ら学び、自ら考え、課題の解決に主体的に取り組む

態度を育成する。 

イ 名称については「総合学習」とする。 

ウ 学習活動の内容については社会生活と自立に向けての課題と交流

及び共同学習を取り上げる。社会生活と自立に向けての課題では、学

齢や発達の段階に応じた課題を明確にし、中学部３か年における学習

の系統性に配慮しながら、年間を通して学年及び類型ごとの活動を中

心に行う。交流及び共同学習では、他中学校の生徒とのかかわりを通

して、日常と異なる集団の中での自己と他者の存在に関する理解を深

めると 

ともに、共に行動できる意識及び態度を育てる活動を行う。 

エ 学習活動の展開に当たっては、障がいによる行動の制約に伴う直接

的な体験の不十分さを補い、生徒一人一人が学習課題を見つけ主体的

に取り組めるよう、具体的な体験や事物とのかかわりを積極的に取り

入れる。調べ活動・学習に際しては、視聴覚教材や図書・コンピュー

タの活用によって情報収集を行うとともに、地域の学習機関の活用や

専門家の協力を得ることで、地域社会との交流も図れるように工夫す

る。 

 また、学習を通して考えたことや感じたことをまとめ、学校公開な

どの機会に発表活動を行い、表現する力を育成する。 

 

特別活動 ア 学級活動 

学級を単位とした集団活動の具体的な場面を通して体験的・実践的に学び、好ましい人間関係の育成が

図られるよう各教科、各教科等を合わせた指導及び自立活動の中で指導する。 

イ 生徒会活動 

 生徒の障がいの状態や特性等を考慮し、生徒会役員を中心として、全生徒による専門委員会等の活動を

通して、自発的・能動的な生活態度を身に付けさせるとともに、生徒相互の連帯感や好ましい人間関係を

深め、学校における共同生活の充実を図る。 

ウ 学校行事 



12 

 

 日常の教育活動の成果を総合的に発展させる場となるように、各教科、道徳、特別活動の内容、自立活

動及び総合的な学習の時間の活動との関連を図り、全体として調和のとれた学校行事を展開するとともに、

可能なかぎり生徒の体験的な活動を組織して、経験の拡充を図り、自主的、自律的態度を育成する。 

 学校行事の実施に当たっては、生徒の健康・安全を考慮して過重負担にならないように配慮するととも

に、各行事のねらいを明確にし、その意義を理解させ、積極的な参加意欲を喚起するように事前及び事後

指導を充実する。 

自立活動 自立活動チェックリスト等を用いて実態把握を行い、個々の障がいの状態や発達の段階などを考慮して、

６区分２７項目の内容の中からそれぞれに必要とする項目を選定し、それらを相互に関連づけて具体的に指

導内容を設定し、指導する。 

 

○ 訪問学級における教育課程実施上の方針＜類型Ⅲ＞ 

 （１）自立活動   

自立活動チェックリスト等を用いて実態把握を行い、個々の障がいの状態や発達の段階などを考慮して、６区分

２７項目の内容の中からそれぞれに必要とする項目を選定し、それらを相互に関連づけて具体的に指導内容を設定

し、指導する。 

 （２）特別の教科道徳 

明るく健康に生活する意欲を養うため、各教科等との関連を図り、生徒の発達段階を十分に配慮しながら教育活動全体

を通して指導する。 

 （３）特別活動 

   ア 生徒会活動 

生徒会活動全体を通して障がいの程度に応じた社会性を育てる。生徒会行事は、活動内容に応じて参加でき

るように配慮する。 

   イ 学校行事 

学校行事の参加に当たっては、生徒の身体的な負担過重とならないように配慮し、集団活動を通して社会性を向上さ

せ、経験の拡充を図る指導を行う。 
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（別表）                    年間授業時数 

中学部 

 

    類型Ⅰ（通常の学級） 

各 教 科 等 ＼ 学 年 １年 ２年 ３年 

 

必修教科 

 

国  語 １５６ １５５ １１４ 

社  会 １１７ １１７ １５２ 

数  学 １５６ １１６ １５２ 

理  科 １１８ １５５ １５２ 

音  楽 ５１ ３９ ３８ 

美  術 ５０ ３８ ３７ 

保健体育 ７９ ７８ ７７ 

技術・家庭 ７８ ７８ ３８ 

外国語（英語） １５６ １５５ １５３ 

特別の教科道徳 ３８ ３８ ３７ 

特別活動 学級活動 ３９ ３９ ３８ 

自 立 活 動 ８０ ８１ ７８ 

総合的な学習の時間 ５５ ７８ ７６ 

計 １１７３ １１６７ １１４２ 

学 級 編 制    

 

類型ⅡＡ（重複障がい学級）  

各 教 科 等 ＼ 学 年 １年 ２年 ３年 

 

必修教科 

 

国  語 １５６ １５５ １１４ 

社  会 １１７ １１７ １５２ 

数  学 １５６ １１６ １５２ 

理  科 １１８ １５５ １５２ 

音  楽 ５１ ３９ ３８ 

美  術 ５０ ３８ ３７ 

保健体育 ７９ ７８ ７７ 

技術・家庭 ７８ ７８ ３８ 

外国語（英語） １５６ １５５ １５３ 

特別の教科道徳 ３８ ３８ ３７ 

特別活動 学級活動 ３９ ３９ ３８ 

自 立 活 動 ８０ ８１ ７８ 

総合的な学習の時間 ５５ ７８ ７６ 

計 １１７３ １１６７ １１４２ 

学 級 編 制    
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類型ⅡＢ―１（重複障がい学級） 

各 教 科 等 ＼ 学 年 １年 ２年 ３年 

各教科 

国  語 １６７ １６６ １６１ 

社  会 ８３ ８２ ８０ 

数  学 １６７ １６６ １６１ 

理  科 ８３ ８２ ８０ 

音  楽 ８３ ８２ ８０ 

美  術 ８４ ８３ ８１ 

保健体育 ８４ ８３ ８１ 

職業・家庭 １２６ １２６ １２２ 

特別の教科道徳 教 育 活 動 全 体 を 通 し て 行 う 

特 別 活 動 教 育 活 動 全 体 を 通 し て 行 う 

自 立 活 動 １２６ １２６ １２２ 

総合的な学習の時間 ８４ ８４ ８１ 

計 １０８７ １０８０ １０４９ 

学 級 編 制    

 

類型ⅡＢ―２（重複障がい学級） 

各 教 科 等 ＼ 学 年 １年 ２年 ３年 

各教科 

 生 活（小） ３９４ ３９２ ３８０ 

国  語 ７８ ７７ ７５ 

数  学 ７８ ７７ ７５ 

音  楽 ７８ ７７ ７５ 

美  術 ７９ ７８ ７６ 

保健体育 ７９ ７８ ７６ 

各教科等を 

合わせた指導 
生活単元学習 １１９ １１９ １１４ 

特別の教科道徳 教 育 活 動 全 体 を 通 し て 行 う 

    特 別 活 動 教 育 活 動 全 体 を 通 し て 行 う 

自 立 活 動 １１７ １１７ １１３ 

総合的な学習の時間 ６５ ６５ ６５ 

計 １０８７ １０８０ １０４９ 

学 級 編 制    

 

類型ⅡＣ（重複障がい学級） 

各 教 科 等 ＼ 学 年 １年 ２年 ３年 

 

各教科 

 

 

国  語 ６３ ８３ ６０ 

数  学 ６３ ８３ ６０ 

音  楽 ４２ ４２ ４０ 

保健体育 ４２ ４２ ４０ 

特別の教科道徳 教 育 活 動 全 体 を 通 し て 行 う 

特 別 活 動 ６ ６ ６ 

自 立 活 動 ８７１ ８２４ ８４３ 

計 １０８７ １０８０ １０４９ 

学 級 編 制    

 

類型Ⅲ（訪問学級） 

各 教 科 等 ＼ 学 年 １年 ２年 ３年 

特別の教科道徳 教 育 活 動 全 体 を 通 し て 行 う 

自 立 活 動 ２５２ ２５２ ２５２ 

計 ２５２ ２５２ ２５２ 

学 級 編 制    
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Ⅳ 高等部          

１ 学部目標 

（１）生徒一人一人の的確な実態把握と個に応じた指導の充実に努め、自ら課題の解決に取り組んでいくための資質を培

う。 

（２）高等部入学までの教育において培われてきたコミュニケーション能力及び基本的生活習慣を、実生活の中で、 

り有効に活用していくための資質を培う。 

（３）生徒一人一人の特性等と卒業後の進路を考慮し、家庭や関係機関との連携を密にしながら、自立し社会参加できる

資質を培う。 

 

２ 教育課程編成上の方針 

（１）教育課程編成の基本方針 

ア 特別支援学校学習指導要領の趣旨、特別支援教育の基本的考え方を十分に踏まえ、生徒の「確かな学力」「豊か

な心」「健やかな体」をバランス良く育成し、特色ある教育や特色ある学校づくりの推進を図るように、生徒の障

がいの状態及び発達の段階や特性等を的確に把握し、学校及び高等部の実態等を考慮して編成する。 

イ 地域社会や他の高等学校と交流及び共同学習を深め、共に理解し学び合う環境を整えられるように編成する。 

ウ 生徒の自立と社会参加の視点を重視し、学習状況や自立活動における実態を把握し、一人一人の教育的ニーズに

応じた個別の指導計画を作成・評価・改善し、それらを踏まえて適切に編成する。 

エ 高等学校に準ずる教育課程（類型Ⅰ）、重複障がい者等に関する教育課程（類型Ⅱ）と訪問教育に関する教育 

課程（類型Ⅲ）の３類型で編成する。 

    類型Ⅰについては、高等学校に準じて編成する。 

    類型Ⅱについては、重複障がい者等に関する教育課程の取扱いを適用して、下学年、下学部代替の規定のほか、 

知的障がい者を教育する特別支援学校の各教科の目標及び内容に代替し編成する。また、障がいの状態により、特 

に必要がある生徒については、自立活動を主として編成する。 

  類型Ⅲについては、生徒一人一人の障がいや健康の状態を考慮して授業時数を適切に配当して編成する。 

オ 生きる力をはぐくむために必要な基礎的・基本的な知識及び技能の習得を図るとともに、これらを活用して課題

を解決するために必要な力の育成を目指し、小学部、中学部との一貫性・継続性を考慮して系統的、発展的に展開

できるよう編成する。 

（２）学校の教育活動全体を通じて行う道徳教育の取扱い 

    道徳教育を進めるに当たっては、学校における人間関係を深め、人間としての在り方生き方に関する指導を行

う。特に、障がいによる学習上又は生活上の困難を改善・克服し、社会生活に適応する強い意思と明るい生活態度

を養うとともに、健全な人生観の育成を図る。各教科、総合的な学習の時間、特別活動、自立活動の中で、経験の

拡充を図り広い視野に立って道徳的判断や行動ができるような指導を行う。 

（３）学校の教育活動全体を通じて行う体育・健康の取扱い 

    健康について関心をもち、生徒一人一人が主体的に健康作りを実践し、生涯を通じて健康で安全な生活を営むた

めの基礎作りを目指し、教科の指導のみならず関連教科、特別活動、自立活動などを含め日常生活における適切な

体育的活動の一層の充実を図るとともに、体力の維持増進、健康の自己管理について計画的、継続的な指導を行

う。また、望ましい食習慣の形成を図るため、給食の時間はもとより、教育活動全体を通して「食に関する指導」

の充実に努め、現在及び将来にわたる健全な心と身体を培い豊かな人間性をはぐくむ指導を行う。 

さらに、生徒一人一人の食べる機能の発達の段階や食に関する実態に応じて食事環境を整え、学校、家庭及び医

療機関との連携を図りながら一貫した継続的な指導を行う。 

    放射線等の基礎的な性質についての理解を深めるとともに、放射線から身を守る方法等について、学校保健安全

計画や各教科等の指導計画に位置づけるなどして、教育活動全体を通じて計画的、組織的に指導を行い、生徒が心

身ともに健康で安全な生活を送ることができるようにする。 

性に関する指導では、心身の発育・発達や変化など自己の成熟について正しい知識を身に付けることができるよ

うにする。また、男女の心身の特質を理解し、男女が互いに人格を尊重する心や態度を身に付けることができるよ

うにする。 

（４）学校の教育活動全体を通じて行う自立活動の取扱い 

    生徒が自分の課題を乗り越えて、可能性を最大限に伸ばして、現在及び卒業後の自立・社会参加に向けて努力す

るように指導する。特に、生徒一人一人の障がいの状態や発達の段階等を的確に把握し、それに基づいて、適切な

指導目標を設定する。さらに、社会生活に必要な指導内容を明確にして、各教科等との相互の関連を図りながら教

育活動全体を通じて計画的、組織的に指導する。また、必要に応じて、外部の専門家の指導・助言を求め適切な指

導ができるようにする。特に、医療的ケアを必要とする生徒の「健康の保持」の内容については、看護師等の専門

的な知識・技能を有する者との連携協力を図り、必要な配慮をしながら指導に当たる。  

（５）重複障がい者等に関する教育課程の取扱い 
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  ア 障がいの状態により、当該学年の各教科・科目の学習が困難な生徒については、中学校学習指導要領に示す各教

科及び特別活動、自立活動、総合的な学習の時間で編成し、各教科・科目の目標及び内容の一部を下学部の各教科

の目標及び内容に替えて指導する。（類型Ⅱ－Ａ） 

イ 重複障がい者のうち、知的障がいのある生徒については、教育課程編成上の基本方針エに基づいて編成する。

（類型ⅡＢ―１、Ｂ―２、Ｂ―３、ⅡＣ） 

（ア）類型ⅡＢ―１については、国語、社会、数学、理科、保健体育、音楽、美術、外国語（英語）、職業、家庭

の各教科及びホームルーム活動、自立活動、総合的な学習の時間で編成する。 

（イ）類型ⅡＢ―２については、国語、社会、数学、理科、保健体育、音楽、美術、職業・家庭の各教科及び、ホ

ームルーム活動、自立活動、総合的な学習の時間で編成する。 

（ウ）類型ⅡＢ―３については、生活（小）、国語、数学、保健体育、音楽、美術、職業・家庭の各教科及びホー

ムルーム活動、自立活動、総合的な学習の時間で編成する。 

（エ）類型ⅡＣについては、国語、数学、保健体育、音楽、美術、ホームルーム活動、自立活動、総合的な学習の

時間で編成する。 

  ウ 障がいのため通学して教育を受けることが困難な生徒については、教員を家庭に派遣し自立活動を主として指導

する。(類型Ⅲ) 

（６）学校教育全体を通じて行う主権者教育の取り扱い 

ア 主権者教育には、各生徒の実態や学習グループに応じて、教科（現代社会科、産業社会と人間、職業）、総合的

な学習の時間、生活単元学習、特別活動におけるホームルーム活動、生徒会活動、学校行事等を活用し、指導のね

らいを明確に持ち、系統的計画的な指導計画を立て、校内指導体制を整えて適切に指導する。 

イ 民主主義の意義のもとに、選挙や投票が行われ、その結果政治に及ぼす影響や選挙の具体的な投票方法など、政

治や選挙についての関心が高められるよう指導する。 

ウ 学校が政治的中立を確保しつつ、現実の具体的な政治的事象も取り扱い、生徒が有権者として自らの判断で権利

を行使することができるよう、教員が共通理解をもちながら具体的かつ実践的な指導を行う。 

エ 生徒が有権者としての権利を円滑に行使することができるよう、学校行事や授業の中で、具体的な投票など実際

の選挙の際に必要となる知識を得ることができるよう指導する。また、専門的な知識が得られるよう選挙管理委員

会からゲストティーチャーを召喚したり、投票箱等を借用したりして連携を図る。 

（７）当該年度に改善または努力する事項 

卒業時の目指す生徒像を見据え、生徒一人一人の各教科の指導目標と指導内容を設定しながら授業実践をし、課

題を整理する。 

（８）その他必要な事項 

ア 創立記念日は１１月１日（木）である。授業日数確保のため授業日とする。 

イ 「ふくしま教育の日」の趣旨を踏まえ、「ふくしま教育週間」の事業として１０月２７日（土）に四つ葉祭を実

施し、保護者や地域の方々に公開する。１０月２９日(月)を振替休業日とする。 

ウ 第２学年の修学旅行を１０月２日（火）、３日（水）、４日（木）、５日（金）の３泊４日の日程で、関東方面

で実施する。 

  エ ４月６日（金）を授業日とし、始業式、入学式を実施する。 

  オ ３月７日（木）は、高等部入学者選抜実施のため休業日とする。 

カ ３月１４日（木）は、高等部入学者選抜合格者発表のため休業日とする。 

キ 放射線に関する学習については、特別活動に位置づけ生徒の実態に応じて各教科等と関連づけて指導を行う。 

ク 類型Ⅰ、類型ⅡＡに学校設定教科「職業生活」を設ける。 

ケ  前期の産業現場等における実習は６月１８日（月）から２２日（金）の５日間に実施し、後期の産業現場等にお

ける実習は１１月５日（月）から１６日（金）の１０日間に実施する。 

      

３ 教育課程単位計画表（別表） 

４ 授業日数 

（１）年間授業日数 

学期／学年  第１学年 第２学年 第３学年 備   考 

第１学期 ７２日 ７２日 ７２日 
 

 

第２学期 ７６日 ７６日 ７６日 
 

 

第３学期 ４８日 ４８日 ４６日 
3学年は 3月 18日卒

業式のため 

計 １９６日 １９６日 １９４日  
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（２）１単位時間５０分 

 

４ 教育課程実施上の方針 

 ○ 通常の学級における教育課程実施上の方針 

類型Ⅰ＜高等学校に準ずる＞ 
○ 重複障がい学級における教育課程実施上の方針

類型ⅡＡ＜下学部・下学年適用＞ 

各教科 高等学校学習指導要領に示すものに準ずるものと

し、自立活動の指導との密接な関連を保ち、学習効

果を高めるよう指導を行う。 

中学校・高等学校学習指導要領に示すものに準ず

るものとし、生徒の学習習得状況に応じた指導を行

う。さらに、自立活動の指導との密接な関連を保ち、

学習効果を高めるよう指導を行う。 

学校設定 

教科 

職業生活 

 自己の生き方の探求を通して、職業を選択・決定する場合に必要な能力と態度を養うとともに、将来の

職業生活や社会生活を営む上で必要な態度、技能やコミュニケーションの能力を培う。 

道  徳  生徒が人間としての在り方生き方を主体的に探求し豊かな自己形成ができるよう、道徳的心情、判断力

実践意欲と態度などの道徳性を育成する。 

指導に当たっては、生徒の障がいの状態や特性、経験などを把握し、青年期の心理的発達の状態などを

考慮しながら、公民科やホームルーム活動を中心に各教科・科目等の特質に応じ学校の教育活動全体を通

じて計画的に指導する。 

総合的な 

学習の時間 

ア 生徒が自己の在り方生き方、社会とのかかわり方について、自ら課題を見つけ、考え、学び、判断

し、課題を解決する能力を高めながら、主体的に将来の生活や進路を選択決定し、社会の変化に柔軟に

対応できる能力や態度を育成する。 

イ 名称については「総合」とする。 

ウ 学習活動の内容については、将来の生活や進路に向けての社会生活体験や就業体験等の活動を中心に

展開する。活動時間の設定に当たっては、実施に合わせて集中的に配当するなど、弾力的に行う。 

エ 学習活動の展開に当たっては、視聴覚教材や図書・コンピュータの活用によって情報収集を行うとと

もに、地域の学習機関の活用や専門家の協力を得ることで、地域社会との交流も図るようにする。 

特別活動 ア ホームルーム活動 

  自己理解を深め、集団の一員としての自覚を持って集団生活の充実を図っていけるようにするととも

に、進路に関すること、健康で安全な生活に関することなどの指導を行い、健康で安全な生活に関する

ことなどの指導を行い、自立・社会参加に向けて、主体的に学習や学校生活に取り組む態度を育てる。 

イ 生徒会活動 

  生徒自ら積極的に行事等の計画に参加し、学校生活の充実と改善向上を図る活動ができるようにす

る。また、生徒会活動全体を通して、主体性、社会性を養うとともに、奉仕的態度を育てる。 

ウ 学校行事 

  日常の教育活動の成果を総合的に発展させる場となるように、各教科、道徳、特別活動の内容、自立

活動及び総合的な学習の時間の活動との関連を図り、全体として調和のとれた学校行事を展開するとと

もに、可能なかぎり生徒の自主的・体験的な活動を組織して、経験の拡充を図り、自主的、自律的態度

を育成する。 

生徒の健康と安全に配慮して実施する。特に学校生活に変化を与え、楽しく参加できるよう配慮す

る。また、社会性の向上を目指し、負担過重にならない程度に自主的な活動の場を設定するよう配慮す

る。 

なお、交流及び共同学習においては、他校の生徒と意見を出し合い協力しながら活動することで自分の

行動や意識を高め、他者の考えを理解することで互いを認め合う気持ちを深められるようにする。 

自立活動 自立活動チェックリスト等を用いて実態把握を行い、個々の障がいの状態や発達の段階などを考慮し 

て、６区分２７項目の内容の中からそれぞれに必要とする項目を選定し、それらを相互に関連づけて具体

的に指導内容を設定し、指導する。 
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 ○ 重複障がい学級における教育課程実施上の方針 

類型ⅡＢ－１ 類型ⅡＢ－２ 類型ⅡＢ－３ 

＜知的障がい特別支援学校の教科に代替＞ 

各教科 知的障がい者を教育する特別支

援学校下学部段階（高等部２段階）

の各教科の目標達成を目指して指

導を行う。 

知的障がい者を教育する特別支

援学校下学部段階（中学部段階～

高等部１段階）の各教科の目標達

成を目指して指導を行う。 

知的障がい者を教育する特別支

援学校下学部段階（小学部３段階

～中学部段階）の各教科の目標達

成を目指して指導を行う。 

道 徳 生徒一人一人の実態に応じて、

生活に結びついた内容を実際的な

場面で具体的に指導し、社会生活

を営む上で必要な道徳的心情、判

断力、実践意欲と態度などの道徳

性を育成する。 

指導に当たっては、各教科等と

の関連を密にし教育活動全体を通

して指導する。 

生徒一人一人の実態に応じて、

生活に結びついた内容を実際的な

場面で具体的に指導し、社会生活

を営む上で必要な道徳的心情、判

断力、実践意欲と態度などの道徳

性を育成する。 

指導に当たっては、各教科等と

の関連を密にし教育活動全体を通

して指導する。 

生徒一人一人の実態に応じて、

生活に結びついた内容を実際的な

場面で具体的に指導し、社会生活

を営む上で必要な道徳的心情、判

断力、実践意欲と態度などの道徳

性を育成する。 

 指導に当たっては、各教科等と

の関連を密にし教育活動全体を通

して指導する。 

総合的な

学習の時

間 

ア 生徒が自己の在り方生き方、社会とのかかわり方について、自ら課題を見つけ、考え、学び、判断し、

課題を解決する能力を高めながら、主体的に将来の生活や進路を選択決定し、社会の変化に柔軟に対応で

きる能力や態度を育成する。 

イ 名称については「総合」とする。 

ウ 学習活動の内容については、将来の生活や進路に向けての社会生活体験や就業体験等の活動を中心に展

開する。活動時間の設定に当たっては、実施に合わせて集中的に配当するなど、弾力的に行う。  

エ 学習活動の展開に当たっては、視聴覚教材や図書・コンピュータの活用によって情報収集を行うととも

に、地域の学習機関の活用や専門家の協力を得ることで、地域社会との交流も図るようにする。また、体

験や経験の広がりを補うために、具体的な体験や事物とのかかわりを積極的に取り入れる。 

特別活動 ア ホームルーム活動 

  自己理解を深め、集団の一員としての自覚を持って集団生活の充実を図っていけるようにするとともに

進路に関すること、健康で安全な生活に関することなどの指導を行い、自立し社会参加に向けて、主体的

に学習や学校生活に取り組む態度を育てる。 

イ 生徒会活動 

  生徒自ら積極的に計画に参加し、学校生活の充実と改善向上を図る活動ができるようにする。また、生

徒会活動全体を通して、主体性、社会性を養うとともに、奉仕的態度を育てる。 

ウ 学校行事 

  日常の教育活動の成果を総合的に発展させる場となるように、各教科、各教科等を合わせた指導、道

徳、特別活動の内容、自立活動及び総合的な学習の時間の活動との関連を図り、全体として調和のとれた学

校行事を展開するとともに、可能なかぎり生徒の自主的・体験的な活動を組織して、経験の拡充を図り、自

主的態度を育成する。 

生徒の健康と安全に配慮して実施する。特に学校生活に変化を与え、楽しく参加できるよう配慮する。

また、社会性の向上をめざし、負担過重にならない程度に自主的な活動の場を設定するように配慮する。 

なお、交流及び共同学習においては、他校の生徒と共に活動することで互いに協力し合う行動や態度 

を育て、かかわりを通して互いを理解し合う気持ちを深められるようにする。 

自立活動 自立活動チェックリスト等を用いて実態把握を行い、個々の障がいの状態や発達の段階などを考慮し 

て、６区分２７項目の内容の中からそれぞれに必要とする項目を選定し、それらを相互に関連づけて具体的

に指導内容を設定し、指導する。 
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 ○ 重複障がい学級における教育課程実施上の方針 

類型ⅡＣ 

＜自立活動主＞ 

各教科 知的障がい者を教育する特別支援学校の各教科の小学部３段階～中学部の目標達成を目指して指導を行

う。 

道 徳 明るく健康に生活する意欲を養うために、生徒一人一人の実態に応じて、生活に結びついた内容を実際的

な場面で指導するとともに、各教科等との関連を密にし教育活動全体を通して指導する。 

総合的な

学習の時

間 

ア 将来の生活に向けての体験的な学習を通して、社会生活に親しみ、主体的に意思表示し、社会の変化に

柔軟に対応できる能力や態度を育成する。 

イ 名称については「総合」とする。 

ウ 学習活動の内容については、将来の生活や進路に向けての社会生活体験や就業体験等の活動を中心に展

開する。活動時間の設定に当たっては、実施に合わせて集中的に配当するなど、弾力的に行う。  

エ 学習活動の展開に当たっては、体験や経験の広がりを補うために、生徒一人一人が学習課題に対して取

り組むことができるように具体的な体験や事物とのかかわりを積極的に取り入れる。 

特別活動 ア ホームルーム活動 

一日の生活の流れに沿った具体的な活動の場面を通して、学級を単位とした集団において、コミュニケ

ーション能力の育成や人間関係・基本的生活習慣の確立を図るよう、自立活動の時間の指導を主として教

育活動全体を通して指導する。 

イ 生徒会活動 

生徒会活動への参加を通して、学年、学級を越えた集団とかかわる中で、集団活動の経験を積み重ねて

いくことにより、主体性、社会性を養うとともに、奉仕的態度を育てる。また、集団の一員としての自覚

を深め、集団生活の充実を図る。 

ウ 学校行事 

 生徒の健康と安全に配慮して実施する。特に学校生活に変化を与え、楽しく参加できるよう配慮する。

また、社会性の向上をめざし、負担過重にならない程度にできるだけ自主的な活動の場を設定するように

配慮する。なお、交流及び共同学習においては、他校の生徒と共により大きな集団で活動することで、大

きな集団での活動の楽しさを味わい、互いに協力し理解し合う態度を育てられるようにする。 

自立活動 自立活動チェックリスト等を用いて実態把握を行い、個々の障がいの状態や発達の段階などを考慮し 

て、６区分２７項目の内容の中からそれぞれに必要とする項目を選定し、それらを相互に関連づけて具体

的に指導内容を設定し、指導する。 

 

○ 訪問学級における教育課程実施上の方針＜類型Ⅲ＞ 

（１）自立活動  

自立活動チェックリスト等を用いて実態把握を行い、個々の障がいの状態や発達の段階などを考慮して、６区分２７

項目の内容の中からそれぞれに必要とする項目を選定し、それらを相互に関連づけて具体的に指導内容を設定し、指導

する。 

（２）道徳 

   明るく健康的に生活する意欲を養うため、各教科等との関連を図り、生徒の発達段階を十分に考慮しながら教育活動

全体を通して指導する。 

（３）特別活動 

  ア 生徒会活動 

    生徒会行事、活動にできうる限り参加できるよう配慮し、生徒会活動全体を通して障がいの程度に応じた主体性、

社会性を養うとともに、奉仕的な態度を育てる。 

  イ 学校行事 

    生徒の健康と安全に配慮して実施し生活に変化を与え楽しく参加できるよう配慮する。また、社会性の向上をめざ

し、負担過重にならない程度にできるだけ自主的な活動の場を設定するように配慮する。基本的に入学式、始業式、

終業式、修了式、卒業式などに参加する。 
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（別表） 平成３０年度 教育課程単位計画表 

全日制の課程 普通科 類型Ⅰ（通常の学級）平成２９年度・３０年度入学 

入学年度  学年 ２９・３０ 

３

必 

 

 

 

 

 

修 

教科 科目 ①年 ②年 ３年 

国語 

国語総合 ４ ２  

国語表現  ２ ２ 

現代文A   ３ 

地理歴史 
世界史Ａ   ２ 

地理Ａ  ２  

公民 現代社会 ３   

数学 

数学Ⅰ ３   

数学Ⅱ  １ ３ 

数学Ａ １ ２  

理科 

化学基礎   ２ 

物理基礎  ２  

生物基礎 ２   

保健体育 
体育 ２ ２ ３ 

保健 １ １  

外国語 

コニュニケーション英語Ⅰ ４   

コニュニケーション英語Ⅱ  ２ ２ 

英語表現Ⅰ  ２ ２ 

芸術 
音楽Ⅰ ２   

美術Ⅰ   ２ 

家庭 家庭基礎 ２   

情報 社会と情報 ２ ２  

職業生活 産業社会と人間 １ １ １ 

選 

 

 

 

択 

ⓐ 

国語 国語演習  ３ ２ 

数学 数学演習  ３ ２ 

外国語 

（英語） 
英語演習  ３ ３ 

ⓑ 家庭 
服装手芸  ３ ２ 

フードデザイン  ３ ３ 

ⓒ 工業 

工業技術基礎  ３  

情報技術基礎   ２ 

課題研究  ３ ３ 

ⓓ 商業 
情報処理  ２ ２ 

簿記  ４ ３ 

小計 ２７ ２７ ２７ 

ホームルーム活動 １ １ １ 

自立活動 １ １ １ 

総合的な学習の時間 １ １ １ 

計 ３０ ３０ ３０ 

学級編制 １   

※ⓐについては、大学、短大等進学を希望する生徒の選択科目とする。また、英語演習は２年間履修し、その他の２科目は選択と

する。 

※ⓑ～ⓓの選択する科目数と単位数については、２学年時２科目６単位、３学年時２科目５単位を、選択する。 
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２８年度入学 

入学年度 学年 ２７・２８ 

必 

 

 

 

 

 

修 

教科 科目 １年 ２年 ③年 

国語 
国語総合 ３ ２ ２ 

国語表現   ２ 

地理歴史 
世界史Ａ   ３ 

地理Ａ  ２  

公民 現代社会 ３   

数学 
数学Ⅰ ３ ２  

数学Ａ   ２ 

理科 

化学基礎   ３ 

物理基礎  ２  

生物基礎 ２   

保健体育 
体育 ３ ２ ３ 

保健 １  １ 

外国語 
コニュニケーション英語Ⅰ ３ ３  

英語表現Ⅰ   ３ 

芸術 
音楽Ⅰ ２   

美術Ⅰ  ３  

家庭 家庭基礎 ２   

情報 社会と情報 ２ ２  

職業生活 産業社会と人間 ２ ２ ２ 

選 

 

 

 

択 

ⓐ 

国語 国語演習  ３ ２～３ 

数学 数学演習  ３ ２～３ 

外国語 

（英語） 
英語演習  ３ ２～３ 

ⓑ 家庭 
服装手芸  ３ ２ 

フードデザイン  ３ ３ 

ⓒ 工業 

工業技術基礎  ３  

情報技術基礎   ２ 

課題研究  ３ ３ 

ⓓ 商業 
情報処理  ２ ２ 

簿記  ４ ３ 

小 計 ２６ ２６ ２６ 

ホームルーム活動 １ １ １ 

自 立 活 動 ２ ２ ２ 

総合的な学習の時間 １ １ １ 

計 ３０ ３０ ３０ 

学 級 編 制    

※ⓐについては、大学、短大等進学を希望する生徒の選択科目とする。  

※選択する科目数と単位数については、２学年時２科目６単位、３学年時２科目５単位をⓑ～ⓓから選択する。 

※ⓐについては、２学年時と３学年時それぞれ３科目の中から２科目選択する。２学年時は、２科目６単位（３単位＋３単位）、

３学年時は２科目選択し、その単位数は合わせて５単位（３単位＋２単位）とするため、２学年時に、３年時の選択する科目と

単位数について確認する。 
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類型ⅡＡ（重複障がい学級） 

各教科等 ＼ 学年 １年 ２年 ３年 

国            語 １１０ １１０ １１２ 

地 理 歴 史 ・ 公 民 ７２ ７２ ７２ 

数            学 ７７ ７５ ７６ 

理            科 ７４ ７３ ７４ 

保 健 体 育 １１１ １０９ １１１ 

外 国 語 （ 英 語 ） ７４ ７１ ７４ 

芸 術 （ 音 楽 ） ７４ ７３ ７５ 

芸 術 （ 美 術 ） ７５ ７３ ７５ 

家 庭 ７６ ７４ ７４ 

情 報 ７７ ７２ ７８ 

職 業 生 活 ７３ ７１ ７２ 

ホ ー ム ル ー ム 活 動 ８６ ８４ ７９ 

自 立 活 動 １０８ １０７ １１０ 

総 合 的 な 学 習 の 時 間 ３５ ３５ ３５ 

計 １１２２ １０９９ １１１７ 

学 級 編 制    

 

類型ⅡＢ―１（重複障がい学級） 

各教科等 ＼ 学年 １年 ２年 ３年 

国 語 ７３ ７２ ７３ 

社 会 ７２ ７３ ７５ 

数 学 ７２ ７０ ７２ 

理 科 ７２ ７２ ７３ 

保 健 体 育 １１１ １０８ １１０ 

音 楽 ７８ ７５ ７７ 

美 術 ７８ ７６ ７６ 

職 業 ２１９ ２１４ ２１８ 

家 庭 ７４ ７０ ７１ 

外 国 語 （ 英 語 ） ７４ ７２ ７４ 

ホ ー ム ル ー ム 活 動 ８４ ８３ ８２ 

自 立 活 動 ８０ ７９ ８１ 

総 合 的 な 学 習 の 時 間 ３５ ３５ ３５ 

計 １１２２ １０９９ １１１７ 

学 級 編 制    

 

類型ⅡＢ―２（重複障がい学級） 

各教科等 ＼ 学年 １年 ２年 ３年 

国 語 ７７ ７４ ７５ 

社 会 ７６ ７６ ７４ 

数 学 ７７ ７６ ７４ 

理 科 ７５ ７６ ７７ 

保 健 体 育 ８０ ７７ ７６ 

音 楽 ７９ ７６ ７８ 

美 術 ７３ ７４ ７７ 

職  業  ・  家  庭 ２８１ ２７８ ２８１ 

ホ ー ム ル ー ム 活 動 １２５ １２２ １２５ 

自 立 活 動 １４３ １４１ １４４ 

総 合 的 な 学 習 の 時 間 ３５ ３５ ３５ 

計 １１２１ １１０５ １１１６ 

学 級 編 制    
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類型ⅡＢ―３（重複障がい学級） 

各教科等 ＼ 学年 １年 ２年 ３年 

国 語 ７５ ７３ ７２ 

生 活 ２２３ ２１６ ２２１ 

数 学 ７２ ７５ ７２ 

保 健 体 育 ８０ ７９ ７９ 

音 楽 ８０ ７９ ７９ 

職  業  ・  家  庭 ２４９ ２４４ ２５０ 

美 術 ７３ ７４ ７４ 

ホ ー ム ル ー ム 活 動 ９１ ８９ ９０ 

自 立 活 動 １４３ １４１ １４４ 

総 合 的 な 学 習 の 時 間 ３５ ３５ ３５ 

計 １１２１ １１０５ １１１６ 

学 級 編 制    

 

類型ⅡＣ（重複障がい学級） 

各教科等 ＼ 学年 １年 ２年 ３年 

国 語 ８０ ７８ ７７ 

数 学 ８０ ７８ ７９ 

美 術 ７６ ７５ ７５ 

保 健 体 育 ７５ ７３ ７３ 

音 楽 ７４ ７１ ７１ 

ホ ー ム ル ー ム 活 動 ９３ ８９ ９３ 

自 立 活 動 ５７８ ５６９ ５８３ 

総 合 的 な 学 習 の 時 間 ３５ ３５ ３５ 

計 １０９１ １０６８ １０８６ 

学 級 編 制    

 

類型Ⅲ（訪問学級） 

各教科等 ＼ 学年 １年 ２年 ３年 

自 立 活 動 ２５２ ２５２ ２５２ 

計 ２５２ ２５２ ２５２ 

学 級 編 制    

 

 

 


